
 ２０２４年４月より 

スマイルマミー概要 
 

 ＊事 業 所 番 号    ０４７２６００５３５ 

 ＊名 称    スマイルマミー 

 ＊定 員    ３５名(月曜日から金曜日） 

 ＊利 用 者    要介護認定者・要支援認定者・事業対象者 

 ＊規 模    通常規模型通所介護 

＊提 供 時 間   【要介護認定者】 

9時15分～16時20分（ ７時間以上８時間未満 ）            

【要支援認定者・事業対象者】 

10時30分～15時00分 

               

 ＊加     算   【要介護認定者】  

①個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

②入浴介助加算（Ⅰ） 

③サービス提供体制加算（Ⅲ） 

④介護職員処遇改善加算（Ⅰ) 

⑤介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

⑥介護職員等ベースアップ等支援加算 

【要支援認定者・事業対象者】 

①サービス提供体制加算（Ⅲ） 

②介護職員処遇改善加算（Ⅰ) 

③介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

④介護職員等ベースアップ等支援加算 
 

 ＊定  休  日  土曜日・日曜日、年末年始（12/31～1/3） 

 ＊送 迎 範 囲  松島町・塩竈市（離島を除く）、その他の地域は要相談 

＊要支援認定者・事業対象者利用回数について   

要支援１・事業対象者（週１回）利用者は月４回までとなります。 

要支援２・事業対象者（週２回）利用者は月８回までとなります。 

祝日などで休まれ回数が４回もしくは８回に満たない場合は、他の曜日の 

変更が可能になります。（定員の都合上変更できない日もあります） 

※スマイルマミーにつきましては、加算に変更はございません 


